
保
健
・
福
祉

結
核
脱
漏
検
診

　

結
核
検
診
を
受
診
さ
れ
て
い
な
い
方
を
対

象
に
結
核
脱
漏
検
診
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

■
対
象

①
65
歳
以
上
の
方

②
本
年
度
、
肺
が
ん
検
診
お
よ
び
結
核
検
診

　

を
受
診
さ
れ
て
い
な
い
方

■
検
診
料　

無
料

■
開
催
日
・
場
所

①
１
月
23
日
（
月
）

　
【
場
所
】
各
地
区
公
民
館

　
　
　
　
（
垂
水
市
市
民
館
を
除
く
）

②
１
月
24
日
（
火
）

　
【
場
所
】
垂
水
市
市
民
館

※
詳
細
は
、
１
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
る
受

　

診
票
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

　

の
影
響
で
日
程
が
延
期
・
中
止
と
な
る

　

場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
保
健
課

　

健
康
増
進
・
元
気
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
係

　

☎
内
線
１
３
８ ▲ 詳しくは

　 HP から

お
口
元
気
歯
ッ
ピ
ー
健
診

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
を
対
象

に
、
お
口
の
機
能
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
「
お

口
元
気
歯
ッ
ピ
ー
健
診
」
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
対
象
者
に
は
受
診
券
（
オ
レ
ン
ジ

封
筒
）
を
送
付
し
て
い
ま
す
が
、
お
持
ち

で
な
い
方
は
、
問
い
合
わ
せ
先
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

■
期
限　

１
月
31
日
（
火
）
ま
で

■
健
診
料　

無
料

■
対
象
者

①
昭
和
17
年
４
月
１
日 

～ 

　

昭
和
18
年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
方

②
昭
和
21
年
４
月
１
日 

～ 

　

昭
和
22
年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
方

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　

☎
０
９
９

－

2
0
6

－

1
3
2
9

※ 事前に予約し、保険証と受診券を持参して
　 ください。（市外歯科医院でも受診可）

医療機関名 電話番号

いのうえ歯科医院 32-6977

川畑歯科医院 32-7788

竹下歯科医院 32-6616

なぎさ歯科医院 31-3118

ろくた歯科医院 32-6464

▼ 市内の受診可能歯科医院（令和４年５月現在）

心
理
職 

精
神
対
話
士
に
よ
る

ほ
っ
！
と
相
談

　

将
来
へ
の
不
安
や
心
配
事
な
ど
の
解
決

に
向
け
相
談
に
応
じ
ま
す
。「
鹿
児
島
県
地

域
自
殺
対
策
強
化
事
業
」
の
一
環
と
し
て

実
施
さ
れ
ま
す
。

■
対
象　

若
年
層
（
39
歳
以
下
の
方
）

　

お
よ
び
そ
の
保
護
者
等

■
場
所　

霧
島
市
国
分
公
民
館
３
階

　
　
　
　
（
国
分
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
内
）

■
料
金　

無
料

※
当
日
参
加
も
可
能
で
す
。

　

電
話
で
の
相
談
も
可
能
で
す
。

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

一
般
財
団
法
人
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
協
会

　

鹿
児
島
事
務
所　

担
当
：
肥
後

　

☎
０
８
０

－

2
7
8
0

－

0
6
7
8

日程 時間

１月 15 日・22 日
28 日・29 日

午後１時
～

午後５時
２月 4 日・ 5 日・12 日

19 日・25 日・26 日

３月 5 日・11 日
12 日・13 日

■相談日程（事前予約）

感
電
事
故
防
止
の
お
願
い

　

感
電
事
故
防
止
の
た
め
、
電
線
付
近
で

凧
揚
げ
を
行
っ
た
り
、
電
柱
や
鉄
塔
に
登
っ

た
り
し
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

■
注
意
す
る
ポ
イ
ン
ト

①
電
線
近
く
で
の
凧
あ
げ
は
あ
ぶ
な
い

②
電
柱
・
鉄
塔
に
昇
ら
な
い

③
切
れ
た
電
線
に
絶
対
に
触
れ
な
い

④
ク
レ
ー
ン
車
や
重
機
は
電
線
に
注
意

※
電
線
の
近
く
で
作
業
す
る
場
合
は
、
必

　

ず
事
前
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
も
し
も
の
時
は

　

凧
な
ど
が
電
線
に
引
っ
か
か
っ
た
場
合

　

や
切
れ
て
垂
れ
下
が
っ
た
電
線
を
見
つ

　

け
た
場
合
は
、
絶
対
に
近
づ
か
ず
、
九

　

州
電
力
送
配
電
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

九
州
電
力
送
配
電
株
式
会
社

　

鹿
屋
配
電
事
業
所

　

☎
０
８
０
０

－

7
7
7

－

9
4
5
1

▲ 詳しくは
　 HP から

新
入
学
学
用
品
費
（
就
学
援

助
制
度
）
の
入
学
前
支
給

　

令
和
５
年
度
入
学
予
定
者
の
保
護
者
に

対
し
て
、
新
入
学
学
用
品
費
（
就
学
援
助

制
度
）
を
入
学
前
に
支
給
し
ま
す
。

　

小
学
校
入
学
予
定
者
の
保
護
者
で
支
給

を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
必
ず
手
続
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

■
就
学
援
助
制
度
と
は

　

垂
水
市
在
住
で
、
垂
水
市
立
の
小
・
中

　

学
校
に
お
子
さ
ま
を
就
学
さ
せ
る
た
め
、

　

経
済
的
理
由
で
お
困
り
の
保
護
者
に
対

　

し
、
学
用
品
費
や
学
校
給
食
費
等
の
一

　

部
を
援
助
す
る
制
度
で
す
。

■
対
象
者

・
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者

・
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

・
前
年
分
の
所
得
額
が
、
別
に
教
育
委
員

　

会
が
算
出
す
る
認
定
基
準
所
得
額
未
満

　

の
方　

等

■
申
請
期
限　

２
月
17
日
（
金
）

■
申
請
方
法

　

小
学
校
入
学
予
定
者
の
保
護
者
に
は
、

１
月
中
旬
に
送
付
予
定
の
「
入
学
通
知
書
」

に
「
就
学
援
助
費
申
請
書
」
等
を
同
封
し

ま
す
の
で
、
指
定
期
日
ま
で
に
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
中
学
校
入
学
予
定

者
の
保
護
者
に
は
、
３
月
支
給
の
就
学
援

助
費
と
合
わ
せ
て
支
給
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

学
校
教
育
課
学
校
教
育
係

　

☎
32

－

7
2
1
3

い
つ
で
も
ど
こ
で
も

ス
マ
ホ
で
申
告

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
以
下
「
ス
マ
ホ
」

と
い
い
ま
す
。）
で
所
得
税
の
確
定
申
告
書

を
作
成
し
、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

令
和
４
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
は
、
給

与
所
得
、
年
金
収
入
や
副
業
等
の
雑
所
得

の
申
告
の
ほ
か
、
事
業
所
得
や
不
動
産
所

得
の
青
色
申
告
決
算
書
（
収
支
内
訳
書
）

も
ス
マ
ホ
で
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
消
費
税
の
申
告
書
も
ス
マ
ホ
で

作
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
宅
か
ら
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
申
告
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

■
ス
マ
ホ
で
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ

　

ス
マ
ホ
か
ら
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
す
る

　

た
め
に
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
が
お

　

選
び
い
た
だ
け
ま
す
。

① 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
方
式

　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
と
「
マ
イ
ナ

　

ン
バ
ー
読
取
機
能
を
搭
載
し
た
ス
マ
ホ
」

　

を
お
持
ち
の
方
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

　

ド
の
電
子
証
明
書
を
読
み
取
っ
て
、
ス

　

マ
ホ
専
用
画
面
か
ら
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
で
送

　

信
で
き
ま
す
。

② 

Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式

　

事
前
に
税
務
署
で
職
員
と
対
面
に
よ
る

　

本
人
確
認
を
行
っ
た
後
に
発
行
さ
れ
る

　
「
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
」
が
あ
れ
ば
、
ス

　

マ
ホ
専
用
画
面
か
ら
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
で
送

　

信
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー

　

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
最
寄

　

り
の
税
務
署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
鹿
屋
税
務
署

　

☎
０
９
９
４

－
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－
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▲ 詳しくは
　 HP から

▲ 詳しくは
　 HP から

死
亡
野
鳥
を
見
つ
け
た
ら
ご

連
絡
く
だ
さ
い

　

野
鳥
や
家
禽
に
お
け
る
鳥
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
の
感
染
が
県
内
で
拡
大
し
て
い
ま
す
。

野
生
の
鳥
は
体
内
や
羽
毛
な
ど
に
細
菌
や

寄
生
虫
な
ど
の
病
原
体
が
つ
い
て
い
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
死
亡
し
た
野
鳥
を

見
つ
け
た
ら
、
絶
対
に
素
手
で
触
ら
な
い

で
く
だ
さ
い
。
な
お
、
野
鳥
が
死
ん
で
い

て
も
、
直
ち
に
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
疑

う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス

は
、
感
染
し
た
鳥
と
の
濃
密
な
接
触
等
の

特
殊
な
場
合
を
除
い
て
、
通
常
は
人
に
は

感
染
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
日

常
生
活
に
お
い
て
は
、
過
度
に
心
配
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
庁
自
然
保
護
課

　

☎
０
９
９

－
2
8
6

－

2
6
1
6

　

大
隅
地
域
振
興
局

　

林
務
水
産
課
林
務
第
２
係

　

☎
０
９
９
４

－

52

－

2
1
6
2

▲ 詳しくは
　 HP から
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